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大規模小売店舗の届出に関する意見書 

 

 

 大規模小売店舗立地法第６条第２項の規定により令和７年１０月３１日に届出のあ

った大規模小売店舗については、周辺の地域の生活環境の保持の見地からの意見を有し

ませんので、同法第８条第４項の規定に基づき通知します。 

 なお、同条第５項の規定により、同法第６条第４項の規定は適用されませんので、申

し添えます。 

 

記 

 

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 

  名 称 

  古河駅東部計画 

  所在地 

  古河都市計画事業古河駅東部土地区画整理事業１３５街区１４画地 外 

 

２ 届出年月日 

  令和７年１０月３１日 
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